
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定市町村事務受託法人指定の手引（山形県） 
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１ 指定市町村事務受託法人の概要について 

１- １ 事業の概要 

⁸│ ה 24 ─ ⌐ ≠⅝⁸

⅛╠ ╩ ↑≡ ─ ─ ╩ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ⅜ ∆╢⁹ 

╩ ה ↑√ ⅜ ℮ ₈ ₉≤™℮⁹ │ ─≤

⅔╡⁹ 

 ᵑ ☻ⱦכ◘ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹ 

β 23  

 ᵒ ⌐ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹  

β 27  

 

１- ２ 法人の種別等 

( ) ─  

─ ⌂⇔ ⁸  

 

( ) ⌐ ╢ ╩ ℮ ─  

 ─℮∟⁸ ∆╢ ─₈ ⁸ ₉⌐ ∆╢╙─⁹ 

区分 指定要件、確認事項 

▪ ☻ⱦכ◘ 

23

⌐ ∆╢ כ◘

ⱦ☻ ╩™℮⁹

∂⁹ ╩ ⇔≡™

⌂™  

▪  

 a 24 ─  

 b 11 ─ ⅛╠ 11 ─ ╕≢ 

 c 34 ─ ⅛╠ 34 ─ 13╕≢

34 ─ ⁸ ⁸ 34 ─ 11 ┘ 34       

─ ╩ ↄ  

▬ ─₈ -  ─ ₉  

☻ⱦכ◘ ▬ ╩

⇔≡™╢  

▪ ▪≤  

▬ ─₈ -  ─ ₉  

► ─  

 a ╩ ℮ │⁸ ⌐ ╩  

⇔╟℮≤⇔≡™╢ ⅜ ⌐ ╩⇔╟℮

≤∆╢ ─ ╩ ⇔√ ╩ ∆╢↓≤⁹

↓─ ⌐│⁸ ─ ≢ ⌂ ╩∆╢↓≤

⅜≢⅝╢ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

  β 34 ─ ⁸  

b ↔≤⌐⁸ ╩ ⇔√ ⌐

⇔≡⁸ ╩ ⇔√ ─℮∟⁸

⅜ ∆╢ ☻ⱦכ◘ ╩ ⇔√ ╩

⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 β 34 ─  



 

 

c ─ │ │⁸

╩ ⇔√ ⌐ ⇔≡ ─ ⱦכ◘

☻ ⌐╟╢ ☻ⱦכ◘ ╩ ∆═⅝ ─ ⁸

╩ ∫≡│⌂╠⌂™⁹ 

  β 34 ─ 11 

 

１- ３ 指定基準の概要 

⁸│ ה 11 36 ⌐

╘╢ ─ ┘₈ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢

11 38 ⌐ ╘╢ ─℮∟ ↕╣√╙─╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠

⌂™⁹ 

╩ ה ↑√ ⁸ ─ ⌐ ⅜№∫√↓≤╛⁸ ─ ╩ ⇔

√ ⌂ ⅜⌂↕╣≡™⌂™↓≤⌂≥⅜ ⇔√ ⌐│⁸ ─ ⅜

╦╣╢ ⅜№╢√╘⁸ ∆╢↓≤⁹ 

 

( ) 34 ─ ┘  

職種 員数等 

 
╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ─  

β ⌐ ╢ ╩ ℮ ─╖ 

 ↔≤⌐  

 

( )  

面積等 

▪ ─ ⌐ ⌂ ↕─ ⁸ ─ ⌐ ⌂☻Ɑכ☻  

▬ ─ ⌐ ⌂ ┘  

 

( )  

─ ─ ┘ ⌐ ∆╢ 18 ⁸ 22 ⁸ 24 ⁸ 27 ⁸ 28  

運営規定 

≤⇔≡ ⌐ →╢ ╩ ╘╢↓≤⁹ 

▪ ─ ┘ ─  

▬ ─ ⁸ ┘  

► ┘  

◄ ─ ┘  

○ ─ ─  

◌ ─ ─√╘─ ⌐ ∆╢  

◐ ∕─ ⌐ ∆╢  

掲示 
─ ╛∆™ ⌐⁸ ─ ⁸ ─

─ ∕─ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 



 

 

広告 
⌐≈™≡ ╩∆╢ ⌐⅔™≡│⁸∕─

⅜ │ ⌂╙─≢⌂™↓≤⁹ 

事故発生時の対応 

ה ─ ⌐╟╡ ⅜ ⇔√ ⌐│ ╛⅛⌐ ╩⇔

≡™╢ ⁸ ⌐ ╢ ─ ⌐ ╩ ℮≤

≤╙⌐⁸ ⌂ ╩ ∂╢↓≤⁹ 

ה ─ ┘ ⌐ ⇔≡ ∫√ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤⁹ 

ה ─ ⌐╟╡ ∆═⅝ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸

╩ ╛⅛⌐ ℮↓≤⁹ 

会計の区分 
↔≤⌐ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─

≤∕─ ─ ─ ≤╩ ∆╢↓≤⁹ 

 

( ) ┘ 34 ─ ⁸ ⁸12 ┘ 13  

 

 

 

基礎 
╩ ⌐ ∆╢⌐ ╡╢ ┘ ⌂ ╩ ⇔

≡™╢↓≤⁹ 

法人の役割又は 

職員の構成 
─ ⌂ ⌐ ╩ ╓∆⅔∕╣⅜⌂™↓≤⁹ 

市町村事務 

以外の業務 

─ ╩ ∫≡™╢ ⌐│⁸∕─ ╩ ℮↓≤⌐╟

∫≡ ─ ⌂ ⌐ ╩ ╓∆⅔∕╣⅜⌂™↓≤⁹ 

その他 ╩ ℮⌐≈⅝ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

身分証明書 
╩ ℮ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ╩ ∆╢ ╩ ↕

∑⁸↓╣╩ ∆═⅝ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

苦情処理 

╠ ⇔√ ⌐ ∆╢ │ ⌐ ╢

⇔ↄ│∕─ ⅛╠─ ⌐ ⅛≈ ⌐ ⇔⁸∕─

╩ ∆╢↓≤⁹ 

記録の整備 

ה ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡⅔ↄ↓≤⁹ 

ה ─ ⌐ ∆╢ ─ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ─ ⅛

╠ ⇔≡⅔ↄ↓≤⁹ 

 ▪ ⇔√ ─ ─  

 ▬ ─ ─  

 ► ─ ┘ ⌐ ⇔≡ ∫√ ⌐≈™≡─  



 

 

２ 指定市町村事務受託法人指定の手続きについて 

２- １ 指定の流れ 

( )  

受付時間 
│⁸ ─ ≢ ↑ ↑╢⁹ 

─ 30 12 ⁸13 17 15  

相談方法 
┘ ⁸ ⱷכꜟ ykorei@pref.yamagata.jp ─™∏╣╙ ⁹ 

β ⌐╟╢ ─ │⁸ ⌐ ≢ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 

( ) ─  

提出期限 

ה ╩ ─ ≤⇔⁸ ╩ ↑╢ ─ ₁ ╩ ≤∆╢⁹ 

ה ⌐ ╛ ⅜№╡ ╕≢⌐ ⅜ ⇔≡™⌂™╙─

│ ⇔⌂™⁹ 

提出方法 
ה ┼─ │ ⌐╟╡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

β ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐ ≢ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

提出書類 

▪  

▬ ─ ⌐ ╢  

► ⌐ ╢  

◄  

▪ ─ ┘∕─ ⁸ │ ┘∕─

 

▬ ─ ─ ┘  

►  

◄  

○  

◌ ⅛╠─ ╩ ∆╢√╘⌐ ∏╢ ─ (  

◐ ⌐ ╢ ─  

◒ ─ ─ ⌐ ⇔⌂™ ─

 

◔  

◖ ⌐ ⇔⌂™ ─  

ₒ ⌐ ╢ ╩ ℮ ₓ 

◘ ⌐ ∆╢  

◦  

☻ 10  

β ◦ ⌐≈™≡│⁸ ─ 113 ─

│ ⌐ ↕╣╢ ≢№∫≡ ⌐ ╢ ─ ⅜

≢№╢ ⁸ │ ⌐ ⇔√ ⅜ ≢№╢ ⅜

≤⇔≡ ∆╢ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 



 

 

β ☻ ⌐≈™≡│⁸ ☻ⱦכ◘ ╩ ⇔≡™╢ ⅜

⌐ ╢ ╩ ℮ ⌐ ∆╢↓≤⁹╕√⁸ ─ ≢

⌂ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

注意事項 

ה ⌐ ╢ ╩ ℮ │⁸ ─

⌐≈™≡⁸ ─≤⅔╡ ─ ┘ ⌐╟╡ ╘╠╣≡™╢

─≢⁸ ⌐ ⇔√℮ⅎ≢ ∆╢↓≤⁹ 

( 11 30 58 ) 

( 12 24

91 ) 

( 21 30 0930

) 

( 21 30 0930

) 

β ⌐⅔↑╢₈ ─ ⅝₉⁸₈

─ ⅝₉ ┘₈ ⌐⅛⅛╢ ₉⌐≈™≡( 21

30 0930 ) 

 

( ) ┘  

╩ ה ⇔√ ⁸ ⌐ ╠⇔≡ ╩ ℮⁹ 

⅜ ה ╩ √∆≤ ↕╣√ ⌐ ╩ ℮⁹ 

 

２- ２ 指定後の手続き 

( )  

⁸│ ה ─ ⁸ 11 ─ ─ ⌐ ≠⅝ ∆╢⁹ 

▪ ─ ╩⇔√≤⅝⁹ 

▬ ─ ⌐ ╢ ─ ╙⇔ↄ│ ╩ ⇔√≤

⅝⁸ │ ╩ ⇔√≤⅝⁹ 

► ─ ╩ ╡ ⇔⁸ │ ─ ╙⇔ↄ│ ─ ╩

⇔√≤⅝⁹ 

 

─⧵ ה ⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔≡™╢ │ ─≤⅔╡⁹ 

₃WAM NET ⱱכⱶⱭכ☺  

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/jutakuhoujin/  

 

( ) ─  

 ╩ ↑√ │⁸ ─ ⁸ ╛⅛⌐ ⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢

↓≤⁹ 

 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/jutakuhoujin/


 

 

項目 事由 届出期日 

 

 

─™∏╣⅛╩ ∆╢  

ה ─ ⁸  

ה ─ ⁸ √╢ ─

⁸∕─ ─ ⁸ ⁸ ┘

 

ה ה ┘∕─

⌐ ╢ ⌐ ∆╢╙─⌐ ╢⁹  

ה ─ ─ ⁸  

ה ─ ─ ⁸ ⁸

┘  

ה  

ה ─ ⁸ ┘  

ה ─ ┘∕─  

β ┘ ─ ⌐ ℮╙─│⁸ ╩

⇔≡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

─ 30

╕≢ 

ה  ה

 

 

╩ ⁸ │ ∆╢  ⅜ ∂╢

30 ╕≢ 

β ─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐₈ -  ┘ ∑ ₉⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 

( )∕─  

 │⁸ ⅛╠₈ - ( ) ─ ₉⌐ ╢ ⌐≈™

≡ ⅜№∫√ ⌐│⁸ ⌐ ⇔ ∆╢╟℮ ╘╢↓≤⁹ 

  

 

２- ３ 提出先及び問合せ先 

╩ ℮ ─ ┘ ∑ │⁸ ─≤⅔╡⁹ 

 

 

 

 

 

β ─ ╩ ∆╢ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 

 

 

 

   

ₔ990- 8570 

-  

TEL 023- 630- 3124 



 

 

３ 関係様式等 

３- １ 山形県指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱 

─ ⌐ ∆╢  

 

 

 ↓─ │⁸ 123 ⁹ ₈ ₉≤™

℮⁹⁸ 10 412 ⁹ ₈ ₉≤™℮⁹

┘ 11 36 ⁹⌐ ╘╢╙──╒

⅛⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆

╢⁹ 

─  

 11 ─ ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐╟╢

⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

  24 ─ ─ ⌐╟╡ ╩ ↑√ │⁸∕─ ╩

⌐ ╢ ─ ╛∆™ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 11 ─ ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐ ╢╙─⌐№∫≡

│ ⌐╟╢ ⌐╟╡⁸ ─ ⁸ ⁸ │

⌐ ╢╙─⌐№∫≡│ ⌐╟╢ ה ה ⌐╟╡⁸

∕╣∙╣ ℮╙─≤∆╢⁹ 

┼─  

 │⁸ ─ ⌐╟╢ │ ─ ↓─ ⌐⅔

™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩⇔√≤⅝│⁸ ∕─ ─ ⌐ ⇔≡⁸

⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ─℮∟⁸ ⌐ →╢

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

( )  ─ ┘  

 ( )  ─ ┘ √╢ ─ ┘⌐

─ ⁸ ⁸ ┘  

 ( )   

 ( )  ─  

 ( ) ☻ⱦכ◘  ─ ─  

 ( )  ─  

 ( )   

 ( )  ─ ⁸ ┘  

( )  ─ ⁸ ┘  

(10)  ─ ┘∕─  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３- ２ 届出様式及び参考様式  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 


